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（一社）日本自動車車体工業会 

中央技術委員会 

UN-R34 の適用について 

 

 

  燃料タンクを交換・増設（以下「交換タンク」という）する場合の UN-R34 の適用について

は以下のとおり取扱われます。 

 

1．当該自動車が継続生産車（認可年月日が 2018 年 8 月 31 日以前であって、同年 9月 1 日以降

も継続生産されるものをいう）である場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．当該自動車が新型車（認可年月日が 2018 年 9 月 1 日以降のものをいう）である場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交換タンクには引き続き旧基準が適用できる。 

（UN-R34 非対応タンクでも OK） 

 

・なお、新規検査の日が 2018 年 9 月 1 日以降となる場合は、

新規検査届出書(その１)別紙にその旨を記載し、諸元表（型

式、認可年月日が確認できる頁）を添付する。 

参考１ 

②メーカ設定のタン

クが UN-R34 に非対

応の場合 

 

UN-R34 非対応 

①メーカ設定のタン

クが UN-R34 に対応

している場合 

 

UN-R34 非対応 

③メーカ設定のタン

クが UN-R34 に対応

している場合 

 

UN-R34 非対応 

・交換タンクには新基準が適用される。 

（UN-R34 非対応タンクの場合は NG） 

・新規検査では Eマーク又は試験成績書で要件確認（事前審査）

が行われる。 

④メーカ設定のタン

クが旧認可車に搭載

していたタンクとそ

の基本構造・材質・

取付方法が同一であ

るとして UN-R34 に

非対応の場合 

 

UN-R34 非対応 

・交換タンク（同一の方法で取付けたものに限る）には旧基準

が適用できる。 

（UN-R34 非対応タンク OK） 

・新規検査届出書(その１)別紙にメーカ設定品であることを記

載し、その裏付けとなる資料を添付する。 

 

交換タンクが市販品

である場合 

交換タンクがメーカ

設定品の場合 


